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任
期
満
了
に
伴
う
「
東
久
留
米

市
長
選
挙
」
の
投
票
が
、　

年　
２５

１２

月　

日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
開
票

２２
は
、
当
日
の
午
後
９
時
か
ら
ス
ポ

ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
並
木
克
巳
氏
が
１

万
６
０
２
４
票
を
得
て
当
選
し
ま

し
た
。

　

当
日
有
権
者
数
は
９
万
３
５
１

８
人
、
投
票
率
は　

・　

％
で
し

３４

５５

た
。こ
れ
は
前
回
の
市
長
選
挙（　
２１

年　

月
）
の　

・　

％
を
６
・　

１２

４１

２０

６５

ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
て
い
ま
す
。

　

男
女
別
で
は
、
男
性　

・　

％
、

３４

２４

女
性　

・　

％
で
、
前
回
（
男
性

３４

８４

　

・　

％
、
女
性　

・　

％
）
と

４０

３７

４１

９９

同
じ
く
女
性
の
投
票
率
が
男
性
を

上
回
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
新
市
長
の
任
期
は　

年
２６

１
月　

日
～　

年
１
月　

日
で
す
。

２０

３０

１９

　

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
緯
４
７
０
・
７
７
７
７
（
代
）

へ
。

　

給
与
所
得
が
あ
る
大
部
分
の
方

は
、
年
末
調
整
で
所
得
税
が
清
算

さ
れ
る
た
め
、
確
定
申
告
は
不
要

で
す
。
た
だ
し
、
給
与
所
得
者
で

も
確
定
申
告
を
す
る
と
、
源
泉
徴

収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
す
る
と 

所
得
税
が
戻
る
方

　

①
災
害
や
盗
難
、
横
領
に
よ
り
、

住
宅
や
家
財
な
ど
の
資
産
に
受
け

た
損
害
な
ど
に
つ
い
て
雑
損
控
除

を
受
け
る
方

　

②
共
同
募
金
会
や
日
本
赤
十
字

社
な
ど
へ
の
寄
附
、
ふ
る
さ
と
寄

附
金
な
ど
に
よ
り
寄
附
金
控
除
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

　

③
病
気
や
け
が
な
ど
で
支
払
っ

た
多
額
の
医
療
費
に
つ
い
て
、
医

療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

　

④
家
屋
を
住
宅
借
入
金
な
ど
で

新
築
や
購
入
、
増
改
築
な
ど
（
特

定
増
改
築
等
）
を
し
て
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

な
ど

　
【
ご
注
意
】公
的
年
金
な
ど
の
収

入
が
４
０
０
万
円
以
下
か
つ
他
の

所
得
が　

万
円
以
下
で
、
確
定
申

２０

告
が
不
要
な
場
合
で
も
、
控
除
の

追
加
な
ど
に
よ
っ
て
所
得
税
の
還

付
を
受
け
る
場
合
は
確
定
申
告
が

必
要
で
す
▼
給
与
所
得
者
で
給
与

以
外
に
も
収
入
が
あ
る
方
が
還
付

申
告
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
他
各

種
の
収
入
（
退
職
所
得
を
除
く
）

も
申
告
が
必
要
で
す
▼
そ
れ
ぞ
れ

の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の

要
件
や
必
要
な
添
付
書
類
な
ど
を

事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
▼
還
付

金
の
受
け
取
り
は
、
預
貯
金
口
座

へ
の
振
り
込
み
を
ご
利
用
く
だ
さ

高
齢
者
の
お
む
つ
代
（
医

療
費
控
除
）
の
申
告

　

高
齢
者
の
お
む
つ
代
を
医
療
費

控
除
の
対
象
と
し
て
税
務
署
に
申

告
す
る
場
合
、
お
む
つ
代
の
領
収

書
に
添
付
す
る
書
類
と
し
て
、
１

年
目
は
医
師
が
発
行
し
た
「
お
む

つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で
す
が
、

２
年
目
以
降
の
申
告
に
は
、
市
が

発
行
す
る
「
主
治
医
意
見
書
の
内

容
確
認
書
」
で
代
用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
①
～
④
の
全
て
に

該
当
す
る
場
合
に
、
市
で
同
確
認

書
を
発
行
し
ま
す

　

①
お
む
つ
代
の
税
申
告
を
す
る

の
が
２
年
目
以
降
の
方
（　

年
中

２４

の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
申

告
し
た
方
）
②　

年
中
に
購
入
し

２５

た
お
む
つ
代
を
税
申
告
す
る
方
③

　

年
中
に
介
護
保
険
の
要
介
護
認

２５定
を
受
け
て
い
る
方
④
主
治
医
意

見
書
の
内
容
に
よ
り
、「
寝
た
き
り

状
態
に
あ
る
こ
と
」
お
よ
び
「
尿

失
禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ

と
」
が
確
認
で
き
る
方

障

害

者

控

除

の 

認

定

書

の

発

行

　

所
得
税
の
確
定
申
告
や
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
を
行
う
際
に
、

　

年　

月　

日
現
在
、
市
内
在
住

２５

１２

３１

　

消
費
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

　

年
４
月
１
日
（
火
）
か
ら
消
費

２６税
（
地
方
消
費
税
を
含
む
）
の
税

率
が
、
現
行
の
５
％
か
ら
８
％
へ

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
国
税
庁
で
は
ホ

い
（
申
告
者
名
義
の
預
貯
金
口
座

へ
の
振
り
込
み
に
な
り
ま
す
）
▼

所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
所
得
税
の
還
付
は
あ

り
ま
せ
ん

確
定
申
告
書
の
様
式

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
提
出

用
・
控
え
用
の
２
枚
で
１
組
と
な

り
ま
す
。
添
付
書
類
は
、
添
付
書

類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
申
告
書
と

一
緒
に
提
出
し
ま
す
。
確
定
申
告

に
必
要
な
添
付
資
料
の
用
意
を
早

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
消
費
税
法
改
正

の
お
知
ら
せ
」
を
掲
載
し
、
各
税

務
署
に
「
改
正
消
費
税
相
談
コ
ー

ナ
ー
」
を
設
け
、
事
業
者
な
ど
か

ら
寄
せ
ら
れ
る
改
正
内
容
な
ど
に

関
す
る
質
問
・
相
談
に
対
応
し
て

め
に
お
願
い
し
ま
す
。

確
定
申
告
の
相
談
と 

申
告
の
受
け
付
け

　
　

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

２５
の
相
談
と
申
告
の
受
け
付
け
は
、

２
月　

日（
月
）～
３
月　

日（
月
）

１７

１７

で
す
。
所
得
税
の
還
付
申
告
は
、

２
月　

日
（
月
）
以
前
で
も
税
務

１７

署
へ
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
、　

年
分
の
所
得
税
の
還
付

２５

申
告
は
１
月
か
ら
申
告
書
を
提
出

で
き
ま
す
。

い
ま
す
。

　

詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp/ind

ex.htm

）
か
ら
「
消
費
税
法
改
正

の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
☎
０

４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
（
音

声
案
内
に
沿
っ
て
「
２
」
番
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
）
へ
。

の　

歳
以
上
の
方
で
、
次
の
①
～

６５
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
【
対
象
】介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
①
知
的

障
害
者
（
軽
度
・
中
度
・
重
度
）

に
準
ず
る
方
②
身
体
障
害
者
（
１

級
～
６
級
）
に
準
ず
る
方
③
寝
た

き
り
の
高
齢
者

　
【
ご
注
意
】障
害
者
手
帳
な
ど
を

既
に
お
持
ち
の
方
は
、
手
帳
の
提

示
な
ど
に
よ
り
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
障
害
者
控
除
が
受

け
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
認

定
書
に
よ
り
要
件
を
満
た
せ
ば
、

特
別
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護
サ

ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７

（
内
線
２
５
５
３
～
２
５
５
６
）

へ
。

　

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
は
、
島

崎
清
二
氏
が
１
万
９
７
５
５
票
を

得
て
当
選
し
ま
し
た
。

　

投
票
率
は　

・　

％
で
し
た
。

３４

５４

　

任
期
は　

年　

月　

日
～　

年

２５

１２

２３

２７

４
月　

日
で
す
。

３０

受付時間日程会場

午前９時半～１１時
午後１時～４時

２月３日（月）
２月４日（火）

わくわく健康プラザ
１階講堂

２月５日（水）東部地域センター
１階講習室

２月６日（木）南部地域センター
２階講習室

※各会場でお受けできるのは、提出のみの方および簡易な
申告の方のみとなります。

※各会場とも車での来場はご遠慮ください。

所
得
税
の
還
付
申
告

に
つ
い
て

所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
に
は

「
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
と
、

税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
確

定
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
の
メ
リ
ッ
ト

　

①
添
付
書
類
の
提
出
を
省
略
で

き
ま
す
＝
医
療
費
の
領
収
書
や
源

泉
徴
収
票
な
ど
は
、
そ
の
記
載
内

容
（
病
院
な
ど
の
名
称
や
支
払
金

額
な
ど
）
を
入
力
し
て
送
信
す
る

こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
提
出

ま
た
は
提
示
を
省
略
で
き
ま
す

（
法
定
申
告
期
限
か
ら
５
年
間
、

税
務
署
か
ら
書
類
の
提
出
ま
た
は

提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
）

　

②
迅
速
に
還
付
を
受
け
ら
れ
ま

す
＝
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ

た
還
付
申
告
は
、
３
週
間
程
度
で

処
理
し
て
い
ま
す

　

③　

時
間
受
け
付
け
ま
す
＝
確

２４

定
申
告
期
間
中
は
、　

時
間
い
つ

２４

で
も
利
用
可
能
で
す
（
た
だ
し
、

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
き
ま

す
）利

用
す
る
前
に

　

ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に
際
し

て
は
、
電
子
証
明
書
の
取
得
（
手

数
料
が
必
要
）、Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
の
購
入
な
ど
の
事
前
準

備
が
必
要
で
す
。

　

電
子
証
明
書
を
既
に
取
得
し
て

い
る
方
は
、
電
子
証
明
書
の
有
効

期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。「
公
的

個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
」
の
電
子
証

明
書
の
有
効
期
間
は
３
年
で
す
。

　

詳
し
く
は
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.e-t

        
 
 
    a  x.   

nta.go.jp

         /  
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
制
度
で

税
控
除
を
受
け
る
た
め
の

申
告
の
ご
案
内

　１月３１日（金）は、市民税・都民税第４期、国
民健康保険税第７期、後期高齢者医療保険料第７
期の納期限です。最寄りの金融機関・ゆうちょ銀
行（郵便局）でお納めください。
　詳しくは納税課☎４７０・７７２９へ。

市税などの納付にご協力ください

消
費
税
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

無
資
格
者
が
税
務
相
談
、
税
務

書
類
の
作
成
、
税
務
代
理
を
す
る

こ
と
は
、
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
専
門
知
識
が
欠
け

て
い
る
な
ど
の
た
め
依
頼
者
（
納

税
者
）
が
不
測
の
損
害
を
被
る
恐

れ
も
あ
り
ま
す
。

　

偽
税
理
士
お
よ
び
偽
税
理
士
法

人
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
税
理
士

は
、
税
理
士
証
票
を
携
帯
し
、
税

理
士
バ
ッ
ジ
を
着
用
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.tokyozeirishi

kai.or.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
偽
税
理
士
に
ご
注
意
を
」

東
京
税
理
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

所
得
税
の
還
付
申
告
を
す
る
場

合
に
は
、各
種
支
払
い
証
明
書（
源

泉
徴
収
票
な
ど
）
が
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
☎
０

４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
（
音

声
案
内
に
沿
っ
て
「
２
」
番
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
）
へ
。

出
張
申
告
の
ご
案
内

　

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
、
所

得
税
の
確
定
申
告
の
出
張
申
告
を

下
表
の
会
場
で
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
はは

　
　
　
　

島
崎
清
二
氏
が
当
選

新
人
の
並
木
克
巳
氏
が
当
選

市

長

選

挙

東
久
留
米
市
長
選
挙
・

東
久
留
米
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

【略歴】
並木 克巳（なみき かつみ）
昭和４４年４月３日生まれ
明治学院大学経済学部卒
元市議会議員、会社員
現住所・東久留米市神宝町

【略歴】
島崎 清二（しまざき せいじ）
昭和３７年１０月２０日生まれ
日本電子専門学校卒
元市議会議員、農業、会社員
現住所・東久留米市下里

並木克巳氏島崎清二氏

　

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
緯
４
７
０
・
７
７
７
７
（
代
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当　１９,７５５票　島崎　せいじ
　　１１,３４４票　ゆだ　昭夫
　　（無効票　１,２０１票）

（敬称略）

東久留米市議会議員補欠選挙
確定得票数

当　１６,０２４票　並木　かつみ
　　　８,７８９票　草刈　ちのぶ
　　　６,９５８票　前田　晃平
　　（無効票　５４１票）

（敬称略）

東久留米市長選挙確定得票数


